
                 

2020 年 1 月 31 日 

各 位 

会 社 名 ホウライ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 寺本 敏之 

   （ＪＡＳＤＡＱ・コード 9679） 

問 合 せ 先 ゴルフ事業本部 

会員事業部長 大沼 宏之 

電 話 03-3546-2963 

 

 

ホウライカントリー倶楽部および西那須野カントリー倶楽部の入会預り保証金に関するお知らせ 

 

当社が経営するホウライカントリー倶楽部・西那須野カントリー倶楽部の入会預り保証

金は、来る 2020 年 8 月 1 日に、多くの会員様の据置期間の満了を迎えますが、2020 年 1

月 31 日の取締役会で下記の通り対応することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 
1. 経緯 

(1) 1990 年 8 月ホウライカントリー倶楽部、1993 年 5 月西那須野カントリー倶楽部の

開場後、両倶楽部では、其々15 年後の 2005 年 8 月、2008 年 5 月に満了を迎えま

した入会預り保証金の据置期間を、2020 年 8 月まで延長させて頂きました。 

(2) 前回延長以降、東日本大震災等想定外の経営環境の悪化により、下記の対応とす

ることを両倶楽部理事会による承認の上で、決議したものであります。 

 

2. 対応の概要 

全会員様の現在の入会預り保証金の据置期間の 10 年間の延長等 

 

なお、本件による通期業績予想の修正は予定しておりません。今後業績予想の修正が

必要となった場合は、速やかに公表いたします。 

 

以 上 


